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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（係船浮標） 

発生日時 平成２９年１０月１日 ０５時００分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第４区の係船浮標 

名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位００６°１.６海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°０２.１′ 東経１３６°４８.３′） 

事故の概要  プレジャーボートBLUE
ブ ル ー

 MARLIN
マ ー リ ン

は、南進中、係船浮標に衝突した。 

 BLUE MARLIN は、船長及び同乗者３人が負傷し、船首部に圧壊を生

じ、係船浮標は、本体側面に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート BLUE MARLIN、５トン未満 

 ２４２－１８４１１愛知、個人所有 

 ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、９５.６kＷ、平成５年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２２年２月８日 

  免許証交付日 平成２７年１月２７日 

         （平成３２年２月７日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長）、軽傷 ３人（同乗者） 

 損傷 本船 船首部に圧壊 

係船浮標 本体側面に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好  

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０５時４８分ごろ、常用薄明開始時刻：０５時２３分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、釣りの目的

で、伊
い

良
ら

湖
ご

水道に向かって、平成２９年１０月１日０４時３０分ごろ

愛知県飛島
とびしま

村所在の筏
いかだ

川
かわ

船だまりを出航した。 

 本船は、法定灯火を表示し、約３０km/h の対地速力で、手動操舵

により名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位００６°１.６Ｍ
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付近を南進中、０５時００分ごろ船長が、船首方至近に名古屋港第４

区の係船浮標（以下「本件浮標」という。）を認め、スロットルレバ

ーを中立にしたものの、船首部が本件浮標に衝突した。 

 船長は、衝突の衝撃により、前面にある操縦スタンドに叩
たた

きつけら

れ、後部甲板で座っていた同乗者３人は、甲板上に投げ出された。 

船長は、海上保安庁に本事故の発生を通報するとともに、付近を航

行中の友人のボートに救助を依頼した。 

 船長及び同乗者３人は、０５時５０分ごろ、来援した友人のボート

により救助された後、救急車で病院に搬送された。 

本船は、漂流した後、圧壊した船首部からの浸水により、０７時４

８分ごろ沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 船首部の圧壊の状況 写真

２ 本件浮標の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長は、本船の操船経験が約６年あり、夜間航海の経験を含め本事

故発生場所で操船した経験が複数回あった。 

本船は、本事故当時、ＧＰＳプロッターを作動していた。 

船長は、名古屋港第４区の飛島ふ頭西側と弥富
や と み

ふ頭との間に設置さ

れている係船浮標８基の存在を知っており、また、本船のＧＰＳプロ

ッターには、これらの係船浮標の場所を登録し、本事故当時、画面上

に表示させていた。 

船長は、係船浮標が、灯火等視覚で認識できるもので存在を示して

いないので、常用薄明開始時刻前のまだ暗い状況下では、ＧＰＳプロ

ッターを活用して船位を確認し、また、速力を減じるなどして慎重な

操船を行えばよかったと本事故後に思った。 

本船は、レーダーを装備していなかった。 

船長及び同乗者３人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、名古屋港第４区を南進中、船長が、ＧＰＳプロッターを活

用して船位の確認を適切に行っていなかったことから、至近となるま

で本件浮標に向かう状態であることに気付かず、衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、名古屋港第４区を南進中、船長が、船位

の確認を適切に行っていなかったため、至近となるまで本件浮標に向

かう状態であることに気付かず、衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・暗い状況下で航行する場合、水路の状況をよく知った航路であっ
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てもＧＰＳプロッター等を活用して船位を確認し、状況に応じて

速力を減じて障害物からの距離を確保すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

写真１ 船首部の圧壊の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台 

愛知県飛島村 
筏川 

飛島ふ頭 弥富ふ頭 

事故発生場所 

（平成２９年１０月１日 ０５時００分ごろ発生） 
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写真２ 本件浮標の損傷状況 

 


